
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護
老
人
保
健
施
設
の
許
可 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　

　

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護
老
人
保
健
施
設
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認 

（
農
業
振
興
課
）　

　

二

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
建
築
基
準
法
第
八
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
の
取
消
し 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

三

〇
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部

　

を
改
正
す
る
告
示 

（
会　

計　

課
）　

　

四

〇
宮
城
県
美
術
館
特
別
展
「
ト
リ
ノ
・
エ
ジ
プ
ト
展
」
に
係
る
前
売
観
覧
料
の

　

徴
収
事
務
の
委
託 

（
教
育
庁
生
涯
学
習
課
）　

　

四

 
公

告

〇
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
実
施 

（
産
業
立
地
推
進
課
）　

　

四

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

五

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
八
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
老
人
保
健
施
設
と
し

て
、
次
の
と
お
り
許
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
九
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開

設
者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
五
三
一
八
〇
〇
二
八

〇
四
五
〇
七
八
〇
〇
三
六

〇
四
五
一
二
八
〇
〇
四
四

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
老
人
保
健
施
設
な
か
ぞ
ね

遠
田
郡
美
里
町
中
埣
字
上
戸
三

十
四

介
護
老
人
保
健
施
設
な
と
り

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
岩
口
下

一
番
地
の
二

介
護
老
人
保
健
施
設
な
か
だ

登
米
市
中
田
町
浅
水
字
上
川
面

六
十
五
番
地
一

開
設
者
の
名
称
又
は
氏
名

医
療
法
人
社
団
博
亮
会

医
療
法
人
仁
泉
会

医
療
法
人
仁
泉
会

許
可
年
月
日

平
成
二
十
一
年

五
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
五
〇
七
八
〇
〇
一
〇

〇
四
五
一
二
八
〇
〇
一
〇

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
老
人
保
健
施
設
エ
ヴ
ァ
・

グ
リ
ー
ン
「
な
と
り
」

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
岩
口
下

一
番
地
の
二

介
護
老
人
保
健
施
設
な
か
だ

登
米
市
中
田
町
浅
水
字
上
川
面

六
十
五
番
地
一

開
設
者
の
名
称
又
は
氏
名

医
療
法
人
掬
水
会

医
療
法
人
掬
水
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

五
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

五
月
三
十
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
五
〇
〇
六
五
一

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
株
式

会
社
仙
台
泉
在
宅
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

仙
台
市
泉
区
七
北
田
字

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護 

設
置
者
名

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
株
式
会
社

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

八
月
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
一
号

　

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　

い
し
の
ま
き
農
業
協
同
組
合

　
　

石
巻
市
中
里
五
丁
目
一
番
十
二
号

二　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
実
施
地
域

　

石
巻
市
及
び
東
松
島
市
に
お
け
る
農
業
振
興
地
域
（
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法

律
第
五
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
う
。）
の
区
域

三　

農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

　
　

農
地
売
買
等
事
業
（
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
を
い
う
。）

四　

変
更
の
承
認
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
二
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
五
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

 

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

築
館
栗
駒
公
園
線

三　

道
路
の
区
域 
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古
内
百
三
十
番
地

有
限
会
社
本
田
工

務
店
本
田　

正
悦

三
松
園

折
笠　

茂

カ
ネ
サ

安
部　

陽
一

株
式
会
社
ア
ク
テ 

ィ
ブ
伊
藤　

耕

株
式
会
社
セ
イ
ス

イ庄
子　

政
巳

三
洋
東
北
産
機
シ

ス
テ
ム
株
式
会
社

畦
本　

文
雄

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
西

宮
ノ
沢
八－

二

仙
台
市
青
葉
区
み
や
ぎ
台

一
丁
目
一－

十
五

遠
田
郡
美
里
町
二
郷
字
前

谷
地
五
十

加
美
郡
加
美
町
字
矢
越
二

百
六
十
七－

一

仙
台
市
宮
城
野
区
小
田
原

弓
ノ
町
三
十
一

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
一

丁
目
十
六－

二
十
三

般－

十
七

第
八
千
五
百
四

号般－

十
八

第
一
万
千
三
百

二
十
六
号

般－

十
七

第
一
万
三
千
二

百
六
号

般－

十
七

第
一
万
六
千
百

七
十
五
号

般－

十
七

第
一
万
七
千
六

百
二
十
三
号

般－

十
八

第
一
万
七
千
七

百
五
号

　

造
園
工
事
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

造
園
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

電
気
工
事
業

　

管
工
事
業

平
成
二
十
一
年

 

七
月
八
日

平
成
二
十
一
年

 

七
月
十
日

平
成
二
十
一
年

 

七
月
三
日

平
成
二
十
一
年

 

七
月
十
五
日

平
成
二
十
一
年

 

七
月
十
日

平
成
二
十
一
年

 

七
月
八
日

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
菅
原
組

菅
原　

佐
太
男

株
式
会
社
佐
千
代

組佐
藤　

明
子

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

石
巻
市
沢
田
字
平
形
山
根

十
三

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

字
汐
見
町
九
十－

一

建

設

業

許

可

番

号

般－

十
七

第
千
三
百
二
十

七
号

般
・
特－

十
九

第
千
九
百
五
十

五
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

造
園
工
事
業

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

建
築
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
一
年

 

七
月
十
三
日

平
成
二
十
一
年

 

七
月
三
日



〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

古
川
一
迫
線

三　

道
路
の
区
域

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

岩
出
山
上
蝦
沢
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
定
を
取
り
消
し

た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

（3）　 平成21年８月７日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2081号　　 

変　

更　

の　

区　

間

栗
原
市
築
館
字
芋
埣
仙
能
五
番
一
五
地
先
か
ら

同
市
築
館
字
芋
埣
柿
木
原
二
番
一
六
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

九
・
〇
〜

 

一
〇
・
八

　

九
・
〇
〜

 

一
〇
・
二

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

三
〇
・
〇

三
〇
・
〇

変　

更　

の　

区　

間

大
崎
市
古
川
清
水
沢
字
田
中
一
番
一
地
先
か
ら

同
市
古
川
清
水
沢
字
長
泥
一
〇
番
一
七
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

五
・
四
〜

 

一
〇
・
〇

　

五
・
四
〜

 

二
七
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

六
六
・
〇

六
六
・
〇

変　

更　

の　

区　

間

大
崎
市
古
川
清
水
沢
字
田
中
一
番
一
地
先
か
ら

同
市
古
川
清
水
沢
字
長
泥
一
〇
番
九
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

五
・
四
〜

 

一
〇
・
〇

　

五
・
四
〜

 

二
七
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

六
二
・
八

六
二
・
八

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

河
南
築
館
線

供

用

開

始

の

区

間

栗
原
市
築
館
字
照
越
浅
松
沢
三
〇
番
五
地
先
か
ら

同
市
築
館
字
照
越
浅
松
沢
三
番
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
七
日

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

花
山
一
迫
線

供

用

開

始

の

区

間

栗
原
市
花
山
字
本
沢
天
神
一
四
番
一
地
先
か
ら

同
市
花
山
字
本
沢
天
神
四
四
番
四
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
七
日

申
請
者
氏
名

独
立
行
政
法
人
国

立
病
院
機
構
宮
城

病
院

申
請
者
住
所

亘
理
郡
山
元

町
高
瀬
字
合

戦
原
一
〇
〇

対
象
区
域

亘
理
郡
山
元
町

高
瀬
字
合
戦
原

一
〇
〇
番
の
一

認
定
の
取
消
を
行
っ
た
認
定
番
号

及
び
認
定
年
月
日　
　
　
　
　
　

第
五
十
六－

一
号　

昭
和
五
十
六
年
七
月
六
日

第
五
十
六－

四
号　

昭
和
五
十
七
年
三
月
三
十
一
日

第
五
十
七－

二
号　

昭
和
五
十
七
年
十
一
月
二
十
七
日



〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
百
九

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
第
一
号
の
表
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社
の
項
中

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
十
九
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
美
術
館

特
別
展
「
ト
リ
ノ
・
エ
ジ
プ
ト
展
」
に
係
る
前
売
観
覧
料
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
七
日
次
の
と
お
り

委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
五
丁
目
八
番
三
十
三
号

　
　

株
式
会
社
仙
台
放
送

　
　

仙
台
市
泉
区
八
乙
女
四
丁
目
二
番
地
の
二

　
　

み
や
ぎ
生
活
協
同
組
合

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

地
方
職
員
共
済
組
合
宮
城
県
支
部

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
日
か
ら
同
年
十
月
十
六
日
ま
で

 
公

告

〇
採
石
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
採
石
業
務
管

理
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

試
験
日
時

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
九
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二　

試
験
会
場

　
　

パ
レ
ス
宮
城
野

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
三
丁
目
三－

一

三　

試
験
科
目

１　

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令
事
項
（
環
境
保
全
関
係
法
令
事
項
を
含
む
。）

２　

岩
石
の
採
掘
、
発
破
、
破
砕
選
別
、
汚
濁
水
の
処
理
、
脱
水
ケ
ー
キ
（
脱
水
処
理
に
伴
っ
て
生
ず
る
湿
状
の
岩

石
粉
を
い
う
。）
の
処
理
、
廃
土
及
び
廃
石
の
た
い
積
並
び
に
採
掘
終
了
時
の
措
置
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項

四　

受
験
手
続

１　

受
験
願
書
の
受
付
期
間
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
三
日
（
木
）
か
ら
同
月
十
七
日
（
木
）
ま
で
と
す
る
。
た
だ

し
、
郵
送
の
場
合
は
、
同
日
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
を
有
効
と
す
る
。

２　

受
験
手
数
料
は
八
千
円
と
し
、
受
験
願
書
に
八
千
円
分
の
宮
城
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
て
納
め
る
こ
と
。

３　

受
験
願
書
は
、
宮
城
県
経
済
商
工
観
光
部
産
業
立
地
推
進
課
並
び
に
各
地
方
振
興
事
務
所
及
び
各
地
域
事
務
所

で
配
布
す
る
。

４　

受
験
願
書
の
提
出
先

　
　

宮
城
県
経
済
商
工
観
光
部
産
業
立
地
推
進
課

　
　
　

〒
九
八
〇－
八
五
七
〇　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

（
電
話
〇
二
二－
二
一
一－

二
七
三
一
）

　

５　

受
験
願
書
の
添
付
書
類

第2081号　平成21年８月７日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

院
長　

木
村　

格

番

部（
一
八
七
五
九

一
・
二
九
平
方

メ
ー
ト
ル
）

第
五
十
八
／
四
号　

昭
和
五
十
八
年
十
二
月
六
日

第
五
十
九－

四
号　

昭
和
六
十
年
一
月
二
十
八
日

第
六
十
一
／
七
号　

昭
和
六
十
二
年
二
月
十
六
日

第
四－

二
号　

平
成
四
年
六
月
二
十
五
日

「

仙
台
支
店

仙
台
駅
前
支

店

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三
丁
目
一
番
五
号

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三
丁
目
一
番
五
号

県
庁
支
店

県
庁
支
店

」
を

「

仙
台
支
店

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三
丁
目
一
番
五
号

県
庁
支
店

」
に
改
め
る
。



　

写
真
（
手
札
形
（
縦
十
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
八
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
と
し
、
受
験
願
書
の
提
出
前

六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
上
半
身
像
で
、
そ
の
裏
面
に
、
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の
）

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（5）　 平成21年８月７日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2081号　　 

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
富
谷
町
と
ち
の
木
一
丁
目
二
十
五
番
二
、
二
十

五
番
三
、
二
十
五
番
四
、
二
十
五
番
百
二
十
、
二
十
五
番

百
二
十
一
及
び
二
十
五
番
百
二
十
二
（
第
一
工
区
）

　

仙
台
市
泉
区
本
田
町
三
番
十
号

 

藤
田
建
設
株
式
会
社　
　
　
　
　


